
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
号

振
動
規
制
法
施
行
令

内
閣
は
、
振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十

四
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
二
条
第
三

項
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
施
設
）

第
一
条
　
振
動
規
制
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
別
表
第
一
に
掲

げ
る
施
設
と
す
る
。

（
特
定
建
設
作
業
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
作
業
は
、

別
表
第
二
に
掲
げ
る
作
業
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
作

業
が
そ
の
作
業
を
開
始
し
た
日
に
終
わ
る
も
の
を
除

く
。

（
法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
）

第
三
条
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設

は
、
別
表
第
一
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

（
報
告
及
び
検
査
）

第
四
条
　
市
町
村
長
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
特
定
施
設
を
設
置
す
る
者
に
対
し
、
特
定
施
設

の
設
置
の
状
況
及
び
使
用
の
方
法
並
び
に
振
動
の
防
止

の
方
法
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、

特
定
工
場
等
に
立
ち
入
り
、
特
定
施
設
そ
の
他
振
動
を

発
生
す
る
施
設
及
び
振
動
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
並

び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
施
設
を
設
置
す
る
者
に
対
し
て
は
、
法
第
十
二

条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
（
法
第
九
条
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
又
は
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
権

限
の
行
使
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
も

の
と
す
る
。

２
　
市
町
村
長
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る
者

に
対
し
、
特
定
建
設
作
業
の
実
施
の
状
況
及
び
振
動
の

防
止
の
方
法
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員

に
、
特
定
建
設
作
業
を
伴
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る
者

の
建
設
工
事
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
特
定
建
設
作
業
に

使
用
さ
れ
る
機
械
及
び
振
動
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設

並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
一
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
一
一
日
政
令
第
二

二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三

九
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
中
第
二
編
第
十
二
章
の
改
正
規
定
並
び
に
地
方
自
治

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
一
章
の
規
定
及
び
附
則
第
二

項
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第

四
〇
六
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三

八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第

三
九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第

三
六
四
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
三

四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
三
条
関
係
）

一
　
金
属
加
工
機
械

イ
　
液
圧
プ
レ
ス
（
矯
正
プ
レ
ス
を
除
く
。
）

ロ
　
機
械
プ
レ
ス

ハ
　
せ
ん
断
機
（
原
動
機
の
定
格
出
力
が
一
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
鍛
造
機

ホ
　
ワ
イ
ヤ
ー
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
マ
シ
ン
（
原
動
機
の

定
格
出
力
が
三
七
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

に
限
る
。
）

二
　
圧
縮
機
（
一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
振
動

を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る

も
の
を
除
き
、
原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・
五
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
土
石
用
又
は
鉱
物
用
の
破
砕
機
、
摩
砕
機
、
ふ
る

い
及
び
分
級
機
（
原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・
五
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

四
　
織
機
（
原
動
機
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
マ
シ
ン
（
原
動
機
の
定

格
出
力
の
合
計
が
二
・
九
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
並
び
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
管
製
造
機
械

及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
柱
製
造
機
械
（
原
動
機
の
定
格

出
力
の
合
計
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）

六
　
木
材
加
工
機
械

イ
　
ド
ラ
ム
バ
ー
カ
ー

ロ
　
チ
ッ
パ
ー
（
原
動
機
の
定
格
出
力
が
二
・
二
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

七
　
印
刷
機
械
（
原
動
機
の
定
格
出
力
が
二
・
二
キ
ロ

ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

八
　
ゴ
ム
練
用
又
は
合
成
樹
脂
練
用
の
ロ
ー
ル
機
（
カ

レ
ン
ダ
ー
ロ
ー
ル
機
以
外
の
も
の
で
原
動
機
の
定
格

出
力
が
三
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

九
　
合
成
樹
脂
用
射
出
成
形
機

十
　
鋳
型
造
型
機
（
ジ
ョ
ル
ト
式
の
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

一
　
く
い
打
機
（
も
ん
け
ん
及
び
圧
入
式
く
い
打
機
を

除
く
。
）
、
く
い
抜
機
（
油
圧
式
く
い
抜
機
を
除
く
。
）

又
は
く
い
打
く
い
抜
機
（
圧
入
式
く
い
打
く
い
抜
機

を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業

二
　
鋼
球
を
使
用
し
て
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
破

壊
す
る
作
業

三
　
舗
装
版
破
砕
機
を
使
用
す
る
作
業
（
作
業
地
点
が

連
続
的
に
移
動
す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
一
日
に
お

け
る
当
該
作
業
に
係
る
二
地
点
間
の
最
大
距
離
が
五

〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
作
業
に
限
る
。
）

四
　
ブ
レ
ー
カ
ー
（
手
持
式
の
も
の
を
除
く
。
）
を
使

用
す
る
作
業
（
作
業
地
点
が
連
続
的
に
移
動
す
る
作

業
に
あ
つ
て
は
、
一
日
に
お
け
る
当
該
作
業
に
係
る

二
地
点
間
の
最
大
距
離
が
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
作
業
に
限
る
。
）
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